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～
新
体
制
の
ご
紹
介
～

※

敬
称
略
。
（

）
内
は
担
当
地
区

農
業
委
員

〈
前
列
〉
右
か
ら

米
田

か
お
る

（
中
立
）

原
田

利
春

（
島
津
・
若
松
・
旧
停
・

広
渡
・
遠
賀
川
・
道
官
・

松
の
本
）

石
井

佐
千
生

（
木
守
）

会
長

三
原

高
志

（
鬼
津
）

副
会
長

安
藤

敏
生

（
上
別
府
・
虫
生
津
）

一
田

孝
雄

（
浅
木
・
老
良
）

加
藤

陽
一
郎

（
別
府
・
千
代
丸
・
今
古
賀
）

林

長
輝
（
尾
崎
）

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

〈
後
列
〉
右
か
ら

矢
野

英
昭

（
島
津
・
若
松
・
旧
停
・

広
渡
・
遠
賀
川
・
道
官
・

松
の
本
）

白
石

元
弘

（
上
別
府
・
虫
生
津
）

松
井

悟
（
尾
崎
）

吉
田

茂
三

（
別
府
・
千
代
丸
・
今
古
賀
）

秦

公
美
（
鬼
津
）


崎

洋
介

（
浅
木
・
老
良
）

白
木

敏
明

（
木
守
）

～
農
地
転
用
の
可
否
の
判
断
～

農
地
法
に
よ
り
、
農
地
を
農
地

以
外
の
も
の
に
す
る
こ
と
（
農
地

転
用
）
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。

や
む
を
得
ず
転
用
を
す
る
場
合
は
、

農
業
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
県

知
事
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
遠
賀
町
農
業
委
員
会
で
は

総
会
に
お
い
て
、
主
に
次
の
内
容

の
審
査
を
行
い
ま
す
が
、
書
類
審

査
だ
け
で
は
な
く
、
現
地
で
の
確

認
も
行
っ
て
い
ま
す
。

※

主
な
審
査
内
容

①
必
要
な
農
地
転
用
か

②
申
請
目
的
・
用
途
は
適
切
か

③
他
の
農
地
に
影
響
は
な
い
か

④
地
域
の
農
業
に
影
響
は
な
い
か

⑤
実
現
可
能
な
転
用
か

※

許
可
を
得
ず
に
農
地
転
用
を

行
っ
た
場
合
は
罰
則
も
あ
り
ま
す
。

～
農
地
の
権
利
移
動
の
判
断
～

農
地
法
に
よ
り
、
農
地
の
権
利

移
動
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
権
利

を
移
動
す
る
場
合
は
、
農
業
委
員

会
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。遠

賀
町
農
業
委
員
会
で
は
、
投

資
目
的
の
移
動
を
排
除
し
、
農
地

利
用
最
適
化
に
つ
な
が
る
か
否
か

を
総
会
に
て
審
査
を
行
い
ま
す
。

こ
の
場
合
も
書
類
審
査
だ
け
で

は
な
く
、
現
地
確
認
を
行
っ
て
い

ま
す
。

～
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
～

農
業
委
員

会
で
は
毎
年

８
月
か
ら
９

月
に
か
け
て
、

町
内
全
て
の

農
地
を
対
象

と
し
て
、
農

地
法
に
基
づ

く
利
用
状
況

調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
で
委

員
が
発
見
し
た
荒
廃
農
地
（
遊
休

農
地
）
は
、
農
業
委
員
会
総
会
に

お
い
て
審
議
さ
れ
ま
す
。
こ
の
審

議
に
お
い
て
農
業
委
員
会
が
「
遊

休
農
地
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
農

地
に
つ
い
て
は
所
有
者
等
の
関
係

者
宛
に
、
遊
休
農
地
の
活
用
方
法

を
確
認
す
る
「
利
用
意
向
調
査
」

を
行
い
ま
す
。

そ
の
後
、
こ
の
利
用
意
向
調
査

に
お
い
て
、
農
地
中
間
管
理
機
構

へ
の
貸
付
け
の
意
向
を
表
明
せ
ず
、

自
ら
耕
作
を
行
わ
な
い
な
ど
、
遊

休
農
地
を
放
置
し
て
い
る
場
合
に

は
、
農
業
委
員
会
が
農
地
の
所
有

者
等
に
対
し
て
農
地
中
間
管
理
機

構
と
協
議
す
べ
き
事
を
勧
告
し
ま

す
。勧

告
の
対
象
と
な
っ
た
遊
休
農

地
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
の

課
税
変
更
が
行
わ
れ
、
増
額
と
な

る
こ
と
も
あ
り
得
る
た
め
、
農
地

を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。



《
編
集
》

〈
安
藤
敏
生
委
員
〉
〈
米
田
か
お
る
委
員
〉

農
業
相
談
を
毎
月
実
施
し
て
い
ま
す
！

就
農
、
離
農
、
農
地
の
貸
し
借
り

や
農
地
転
用
の
手
続
き
、
あ
っ
せ
ん

な
ど
農
業
委
員
が
ご
相
談
に
お
応
え

し
ま
す
。

ご
相
談
の
あ
る
方
は
、
農
業
委
員

会
事
務
局
ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か
？

引
退
後
の
安
心
し
た
生
活
の

た
め
に
、
農
家
み
ん
な
で
助
け

合
う
農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま

せ
ん
か
？

農
業
者
年
金
は
、
納
め
た
保

険
料
と
そ
の
運
用
益
を
将
来
受

給
す
る
年
金
の
原
資
と
し
て
積

立
て
て
い
き
、
額
に
応
じ
て
年

金
額
が
決
ま
る
「
積
立
方
式
・

確
定
拠
出
型
」
の
終
身
年
金
で

す
。
原
則

歳
か
ら
生
涯
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務

局
ま
で
。

農
業
委
員
会
で
は
９
月

日
に
水
利
研
修

会
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
研
修
は
、
農
業

委
員
会
の
改
選
の
際
に
必
ず
実
施
し
て
い
る

も
の
で
、
遠
賀
町
の
水
利
や
施
設
に
つ
い
て

学
び
ま
す
。
水
利
は
農
業
と
は
切
っ
て
も
切

り
離
せ
な
い
も
の
で
す
の
で
、
農
業
委
員
・

推
進
委
員
に
と
っ
て
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
知
識
な
の
で
す
。

役
場
で
講
義
を
聞
き
、
そ
の
後
は
、
実
際

に
現
地
を
確
認
し
、
そ
の
歴
史
や
水
利
の
基

が
れ
て
い
ま

す
。こ

の
研
修

で
水
利
の
重

要
性
を
再
確

認
す
る
と
と

も
に
、
遠
賀

町
農
業
委
員

会
委
員
と
し

て
の
責
任
と

役
割
を
実
感

い
た
し
ま
し

た
。

①
遠
賀
川
水
系
・
・
・
中
間
市
に
あ
る
大
隈
堰
か
ら
取

水
し
、
神
田
川
を
通
し
て
広
渡
や
遠
賀
北
部
地
区
の
用

水
を
賄
う

②
犬
鳴
川
（
山
田
川
）
水
系
・
・
・
力
丸
ダ
ム
・
犬
鳴

ダ
ム
を
水
源
と
し
、
直
方
市
・
鞍
手
町
を
経
由
し
て
浅

木
、
木
守
、
老
良
の
用
水
を
賄
う

③
溜
池
水
系
・
・
・
大
小
１
７
の
溜
池
を
水
源
と
し
、

主
に
遠
賀
町
の
西
側
地
区
の
用
水
を
賄
う

ま
た
、
遠
賀
町
は
海
に
近
い
た
め

潮
の
干
満
の
影
響
を
受
け
ま
す
。
そ

の
た
め
、
潮
が
満
ち
て
く
る
と
き
は

水
門
を
閉
め
て
海
水
が
入
る
の
を
防

ぎ
、
潮
が
引
く
と
き
は
、
水
門
を
開

け
て
水
路
に
溜
ま
っ
た
水
を
流
し
ま

す
。
こ
う
し
た
作
業
を
日
々
行
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
最
近
は

異
常
気
象
に
よ
る
大
雨
が
頻
発
し
て

▲広渡排水機場の吉原川水門

利
は
、
大
き
く
分
け
て
遠
賀
川
水
系
、
犬
鳴

川
水
系
、
溜
池
水
系
の
三
つ
か
ら
な
り
、
大

小
さ
ま
ざ
ま
な
水
路
を
通
っ
て
、
田
ん
ぼ
や

畑
に
水
を
供
給
し
ま
す
。
当
然
季
節
や
天
候

次
第
で
水
量
は
変
わ
る
た
め
、
水
路
に
設
置

し
て
い
る
水
門
を
操
作
し
、
水
の
流
れ
を
調

整
し
な
け
れ
ば
、
各
農
地
に
水
が
行
き
渡
り

ま
せ
ん
。

非
常
に
重
要
な
も
の
な
の
で
す
。

ま
た
、
川
の
水
も
無
限
に
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が

許
可
を
得
て
利
用
し
て
い
ま
す
。
そ

の
権
利
を
水
利
権
と
い
う
の
で
す
が

遠
賀
町
の
水
利
権
は
先
人
た
ち
が
築

い
て
き
た
も
の
が
現
在
ま
で
引
き
継

▼神田川の取水口の大隈堰（中間市）

▲山田川の水源、犬鳴ダム（宮若市）

礎
知
識
、
施
設

等
を
学
び
ま
し

た
。
今
回
は
、

そ
の
一
部
を
皆

さ
ま
に
お
伝
え

し
ま
す
。

遠
賀
町
の
水

い
る
た
め
、

こ
の
水
門
操

作
は
農
業
だ

け
で
は
な
く

日
常
生
活
に

も
大
き
な
影

響
を
与
え
ま

す
。
そ
の
た

め
、
水
利
は

11

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
芦
屋
で
今
年
も
農
業

祭
が
開
催
さ
れ
ま
す
！
今
年
の
テ
ー
マ

は
「
豊
か
な
る
大
地
の
恵
み

遠
賀
・

中
間
か
ら
届
け
よ
う
！
」
で
す
。

農
産
物
や
加
工
品
の
販
売
を
は
じ
め
、

遠
賀
・
中
間
地
域
の
豊
か
な
恵
み
が
再

発
見
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
多
く
の

皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

●
日
時
：

令
和
５
年

月
２
日
（
土
）

午
後
よ
り

※

植
木
・
苗
木
即
売
の
み

令
和
５
年

月
３
日
（
日
）

午
前
９
時

分
～
午
後
３
時
ま
で

※

記
念
式
典

午
前

時
～

●
場
所
：
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
芦
屋

121230

令
和
６
年
度
末
ま
で
に
、
こ
れ
か

ら

年
後
に
誰
が
ど
の
農
地
を
耕
作

す
る
か
を
農
地
１
筆
ご
と
に
決
め
る

「
地
域
計
画
」
を
作
成
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
地
図
の
作
成
に
は
地
域

で
の
合
意
形
成
が
必
要
と
な
り
、
地

権
者
・
耕
作
者
で
話
し
合
い
を
行
い

ま
す
。
話
し
合
い
の
資
料
作
成
の
た

め
、
地
権
者
の
皆
様
に
は
順
次
農
地

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
送
り
し

て
い
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
い
た

ら
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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